
事 務 連 絡
令和７年５月７日

各指定訪問介護事業所 管理者 様

岡山県子ども・福祉部指導監査課長

中山間地域等における小規模事業所加算の算定要件の変更に伴う
体制届等の提出期限等について

厚生労働省から令和７年５月２日付けで「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定
に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及
び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事
項について」の一部改正について」が別添のとおり発出され、訪問介護費に係る「中山
間地域等における小規模事業所加算」の算定要件が令和７年５月の算定分から変更され
ました。

この変更に伴い、本県が所管する訪問介護事業所について、令和７年５月１日又は６
月１日から当該加算の算定を希望する場合、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出
書」等の提出期限を、通常算定開始月の前月１５日のところ、特例的に次のとおりとし
ます。

期限までに提出をされなかった場合は、届出に係る加算等の算定の開始時期は通常の
届出に係る取扱いのとおりとなります。

なお、当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、同
意を得てサービスを行う必要がありますので、ご留意ください。

記
１ 当該加算を令和７年５月１日から算定する場合の体制届等の提出期限

令和７年５月２３日（金）

２ 当該加算を令和７年６月１日から算定する場合の体制届等の提出期限
令和７年５月３０日（金）

３ 届出書類
・（別紙２）介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・（別紙１－１）介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（体制届別紙１）
・（別紙２）中山間地域等における小規模事業所加算に関する届出書（共通）

４ 届出・問合せ先
原則として電子申請届出システムにより届出。
何らかの理由で電子申請届出システムが利用できない場合は、事業所の所在地を所管

する県民局の健康福祉課事業者（第一）班へ提出。

※届出に当たっては当課ホームページ 介護サービス事業者の「申請の手引」及び「申
請書・各種様式」についてもご参照ください。
https://www.pref.okayama.jp/page/571268.html
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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービ

ス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」

の一部改正について 

 

平素より、介護保険行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

第 246 回社会保障審議会介護給付費分科会（令和７年４月 14 日）において、

令和６年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（令和６年度調査）

の結果に基づき、中山間地域等の小規模事業所の経営の安定化を早期に図る観

点から、中山間地域等に係る加算の取得要件の弾力化を行うこととしました。 

これを踏まえ、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪

問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅

介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項

について」（平成 12年３月１日老企第 36号）を別紙のとおり改正することとし

ますので、内容を御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等に周知いただ

くとともに、その取扱いにあたっては遺漏なきようお願いします。 

本通知による改正後の取扱いについては、令和７年５月の算定分から適用す

ることとします。 

各都道府県におかれましては、今般の取得要件の弾力化の対象となる訪問介

護事業所において、当該加算の算定がなるべく早く可能となるよう、通常の締切

りにかかわらず申請を受け付けるなど柔軟にご対応いただくようお願いします。 
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